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ここ数年の間に，インドの「独占資本」の概論番が3

冊ほどインドで相次いで公刊された。一つは，アシム・チ

ャウドリ著『インドにおける私的経済カ』（AsimChau-

dhuri, Private Econo,πic Power in India ; A Study 

in Genesis and C四 centration,New Delhi, P伺 pie’S

Publishing House, 1975, 318p.），二つにはアジット・

ロイ著『インドにおける独占資本主義』（AjitRoy, 

Monopoly Capitalism in India, Calcutta, Naya 

Prokash, 1976, 178 p.）であり，ここにとりあげるゴヤ

ールの著作は昨1979年暮れに公刊された。

筆者の知る限りでは，インドにおける「独占資本」の

全体像を明らかにすることを目的にして研究にとりくん

でいる人たちの作業のタイム・スケジュー／レを考慮する

と，おそらくイシドではこの3著でもって概説書の刊行

は一段落という状態である。

これらはいずれも，いわゆる「独占資本」の批判書で

ある。ただし 3人の著者のうちでゴヤール氏の特性をあ

えて述べれば，他の2者に比較して，次の点が注目され

る。氏の場合，デリーにあって，インド政府の政策決定

についてインフォーマノレな情報を日常的に得ており，し

かも政府の財閥政策に関する調査諮問機関に参与したこ

とがある。上記2書とちがって，個々の事実関係に関す

る限り誤認はほとんどない。

ゴヤール氏は1964年にインド行政研究所（在デリー〉

に入所し， 1965～67年に行政改革委員会（Admi凶strative

Reforms Commission）の小委員会（StudyTeam on 

Machinery for Planning）に参画し， 1967～69年には

工業ライセンス政策調査委員会（IndustrialLicensing 

Policy Inquiry Committee）の名誉経済顧問をはたした。

1962-67年には，共同研究によって私的大銀行と財閥と

の癒着関係の調査をおこなった。その成果は，当時の会議

派議員総会の事務長のチャンドラ・セーカルの要望でま

とめられて， BankingInstitutions and Indian Econo-
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my, [1967) New Delhi, 117 p.として公刊された。 1部9

年にインディラ・ガンディー首相がいわゆる長老派と

の対決で打ち勝つ手段として採った14大銀行の固有化

の措置は，当時絶頂にあったヤング・ターク（会議派内

の「あばれん坊グループ'J) の長であったチャンドラ・

セーカルが強く推した措置であり，後者の最大のブレー

ンとしてゴヤールが活躍した。
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本書は，インド行政研究所が1979年5月18～19日に主

催した「経済カの集中と政策に関するナショナルセミナ

ーJ(National Seminar on Concentration of Economic 

Power and Public Policies）において，その主なオー

ガナイザーであったゴヤール氏が提出した部厚いペーパ

ー（“Trendsin Concentration in India; Economic and 

Business Power，＇’ 192 p.）が基になっている。とのぺー

ノξーに対してはターター財関からの厳しい批判 （Econo圃

mic Times (New Delhi), 20 May, 1979〔未見〕や

Hindustan Times (New Delhi), 4 July, 1979）があっ

たが，これへの反批判が本書では盛り込まれている（pp.

25-26, 95-103）。

本書の構成は次のとおりである。

はじめに

序（V.K. R. V. Rao筆）

I 独占資本

II 企業セクター：データと情報の欠如

ill 財閥（House）の企業構成

IV 企業カ（BusinessPower）と経済力（Economic

Power) 

V 企業集中（BusinessConcentration）のトレンド：

1937～1976年

羽 上 位2大財閥の成長（ピルラーとターター〉

vn 結論
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ごく簡単に本書の内容を紹介しよう。

第I章では，「独占資本」に対する呼称がインドでどの

ように変遷してきたか（Industrial Combines, Private 

Empires, Big Business, Monopolifs, Business Houses, 

Industrial Housesなど）をみる。呼称の変遷の背景に

問題意識の変遷のあることを示唆する。なお，現在，

Business Houseないし IndustrialHouseという呼称が

一般的であり，本書ではBusinessHouse （以下財関と仮
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訳す〕が使われる。

第E章は奪題が示すように，企業に関するデータの集

積が乏しいことを述べ，そのことの主な原因はデータを

系統的に集積し調査する政府機関がないことによると，

政府を批判する。研究者が直面している他の悶難は，非

公開会社やパートナーシップ企業のデータが入手できな

いことと，とくに政府の種々の委員会がせっかく調べ上

げた事実関係が外部秘扱いされていることである。

第E意は，財閥毎の構成企業を，どう U、う視点・基準

でもって構成企業か否かを判定できるか，という問題に

ついて述べる〔今日，財関自身は，企業の集団の存在さ

え否定しようとしている〉。すなわち，経営代理会社別に

みる旧来のやり方から， R・K・ハザリの調査基準，独占

調査委員会（以下MICと略す），工業ライセンス政策調

査委員会（以下ILPICと略す），現行の独禁法の基準，

等をレピューする。主たる論点は，現行の独禁法上の基

準（相互連結企業グループ〉が財閥の傘下企業を小さい

範囲内のものにしてしまっている（pp.24 ff. ）というこ

とである。独禁法の規定は改正されるべきであり，また

傘下企業の範囲の判定のために特別の権限をもった委員

会が設立されるべきであると主張する。

第W章は，企業カないし企業集中と経済力集中の概念

を検討する。

従来往々にして，財関の払込資本金や資産，売上高等

の指標で経済力の集中が論議されてきたけれども，これ

は間違いであって，この種の数値は単に企業カ（Business

Power）ないし企業集中（BusinessConcentration）の指

標であって，経済力の集中とはちがうものである（pp.

30丘）。企業力は，基本的には，私企業部門内部での経

済的力関係のことである。これに対して経済力は，より

広範な分野〈財政，金融，産業政策，外交，教育，文化〉

にわたる政策の形成と実施に関する決定を大きな財閥が

自己に有利なように左右する能カである（pp.31, 32）。

このようなカは，資産規模等の数量的指標のみでは計測

できない。

この経済力の行使手段のうちで最も重要なものは政府

高官（政治家，議会人，高級官吏〉とのコネである。そ

の結合の最高の段階は，支配政党とその指導者が政治資

金を財閥に恒常的に依拠する状態である（pp.37-38）。

ジャナタ政権下でも与党と財閥との関係、は断たれなか

った（pp.3与-40）。

経済カの計測には，企業力の諸指標のほかに次のよう

な種々の側面を考慮しなければならなヤであろう。（1)生
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産物や活動の性格，（2）経済活動の地域的拡がり，（3）参与

している市場の性格，（4）政党との関連，（5）行政との関連，

(6）広報活動の規模，（7）業界団体金融界における地位，（8)

外資との関係，（9）関金の規模，同かかえている高給取り

の数（p.41）。

第V章は， 1937年から76年までの長期間において，上

位の大財閥への企業集中が一貫して上昇したことを主張

する。この目的で，既存の諸データに依拠して， 1937年

と47年， 1951年と58年， 1963/64年と66年， 1969年と76

年の4期に分けて上位財閥の規模と私的会社部門に占め

る比重の変化をみる。

第羽章は， 2大財閥の同期聞における成長（企業集中）

を考察する。後半では両財閥の成長の要因をうきぼりに

するために，それぞれ， 6社， 8社の大会社のケースが

とりあげられる。なお， 2財閥は，全インドで活動し，

多くの分野で市場的独占を享受し，広範な事業分野にわ

たる活動をしている点で，インドの独占資本の代表であ

るとする。章末の「後記Jの部分では，ターターの批湘l
に対する反批判が展開される。論争点は，（1）ターター財

閥という企業集団の存否，（2）ターター財閥の輸出実績の

多寡の2点である。

第四章は比較的長い章であって， 「結論」と題してい

るが，前出のベーパ｝における原題「政策とピッグ・ピ

ジネス」とする方が適切だったように恩われる。

ここでの眼目は，企業集中は基本的には政府の政策と

急進的な声明にもかかわらず進行したのではなく，政策

の故に進行したということである（p.105）。この論点を

めぐって公共部門の特殊金融機関の役割（pp.109任．），

工業ライセンス制における大財閥優先（p.114），多国籍

企業の援助の役割（pp.114任），計画と物資統制，（pp.

117妊．）租税特別措置（p.119），固有化銀行の体質の不変

(p. 120）などについて論評がおこなわれる。
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ここで若干のコメントを記したい。

本蓄を読んで奇異に思ったことは， 「独占資本Jの概

念規定が第I奪（独占資本〉でなされるべくしてなされ

ていないことである。第W章の議論や第羽章のビルラー，

ターター論を考慮して付度すれば，「独占資本」とは「企

業カ』のみならず「経済カJをそなえた大財閥を意味し

ているようである。さらに，ある箇所では，「要するに，

インドの2, 3の大財閥とくにビルラーとターターは，

多国籍企業たる資格を十分に得ている」（p.87）とさえ
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論断している。こうしたあまりにも一般的な概念でもっ

てインドの財閥を抱えると，それは先進国の独占資本と

差異が全くなくなってしまう。

つまり評者は，途上国の「独占資本」は，現在途上国

が急速に資本主義的工業化をすすめるにあたって，いわ

ば法則的にその発生発展が随伴するものだと考えてい

る。しかもそれは途上国における経済社会固有の内的諸

条件と，国際的経済条件とに規定されて，途上国特有の

性格を必然的におびるものであり，先進国の独占資本と

峻別さるべきものである。またそれは，近代の時期にお

ける後進資本主義国（日本，ドイツ〉の独占資本（財関〕

の性格とも一応区別されるべきものである。

ゴヤーノレ氏はターターとピルラーをインドの独占資本

の代表として考えているのだが，これらの他にどの財閥

が独占資本で，どの財閥がそうでないか。第V章でとり

あげられたもの（上位20グループ）が強占資本であるの

か。概念規定のあいまいさの故にこうした疑問が生じて

くる。

第2に，第V章は最新のデータを組み込んだ点で有益

な章である。しかし，以下のように，データの時系列化

において，もう少し工失があってほしかった。

一つには， 1963/64年と1966年の聞の変化（pp,51-52) 

については，他の時期の考察（加グループ）とちがって，

75のグループの資産規模の変化がとりあげられている。

もちろん，加グループの既存データがないわけではない。

二つには， 1966～69年の聞の変化については碁本的に

は検討されていない。これは，次の点にも関連する。

三つには， 196ゆ年以降について，独禁法上の定義での

グループρ 〈相互連絡企業グループ）の資産規模のデータ

を利用しているのだが，何らかの推計手法によって，

MICや ILPICの定義（財閥の定義として，より疋しい

ものと考えられる）によるグループの資産規模の推計は

可能であったはずであり，これによって，それ以前の数

値とリンクすることが可能であったはずである。

ピルラーとターターについては， 1975/76年に関して

比較的妥当と考えられる推計を試みている（pp,70-71）」

労力の要る作業ではあるが，デリーにあっては可能な作

業であり，他のグループ’についても試みてほしかった。

四つには，とりあげられた20のグループのなかには

ICI（インペリアル・ケミカル系〉のような，インド固有

の財閥でなくて多国籍企業系のグループ’が含められてし

まっていることである。

第3に，比較的大きな意味あいをもっ論点に関して，
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論証なしに断定をくだしているととろがある。たとえば，

ピルラーやタータ一等最大手の財閥は効率的な経営をお

こなっていない（p.89）とか，財閥聞で競争がない（p.

121）とかの断定である。

第4に，論点のすりかえがいくつか見られるのは惜し

いことである。気のついた点を二つあげておく。

一つは，ゴヤール氏に対するターター側の批判の一つ

に，輸入代替に対する貢献という主張がある（前出の

Hindustan Times紙の記事参照〉のだが，ゴヤーノレ氏

はこれについては全くふれずに（p.95），その他の論点で

「勝負」しようとしている。

二つには，公共部門の特殊金融機関と財閥との人的癒

着関係についての実証として，氏は ICICI（インド工業

借款投資公社〉の場合をとりあげている（p.113任）の

だが， ICICIは，公共部門の金融機関ではなく，私的部

門，せいぜいジョイント・セクターのものでしかない。

しかもそれは外資も参与している機関である。

以上のように，分析が中途半端であったり，実証不足，

論理飛躍が散見され，本書の格調を下げており，事情通

のゴヤーノレ氏の著書としては惜しまれる。

本書で主張されている多くの論点は，もちろん興味ぶ

かいものであり，また，その多くは実証的点検が不可能

ではない。それを個人がすべておこなうのは無理である

けれども，評者の予想としては，実証的点検は彼の論点

の多くを肯定的に証明するはずだと思う。そうした意味

において本書は問題提起の書として，すぐれたものであ

る。

〔付配〕 本稿は昭和55年度「80年代インドの選択」研

究会での成果の一部である。

（アジア経済研究所調査研究部）
主任調査研究員伊藤正二l


